
令和３年度〔第１四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
琵琶湖環境部

（注）※１、※２の説明

下水道課 淡海環境プラザ管理
運営業務委託

淡海環境プラザの施
設運営および維持管
理業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 公益財団法人　淡海環
境保全財団

44,907,000 当該財団は、下水道の維持管理に係る技術者を
配置し、水質管理、水処理技術等の技術支援や
下水道技術者の育成等を実施する本県唯一の
団体である。
プラザの維持管理と施設運営を一体的に運営す
ることで、より効率的・効果的に公共事業の円滑
な推進を図ることが期待でき、このような業務委
託に適する者は他にないため。

2 3イ

下水道課 R03GT17-06琵琶湖流
域下水道高島浄化セ
ンター建設工事委託
（コンポスト化施設）(協
01)

コンポスト化施設　詳
細設計、土木工事、建
築工事、機械設備工
事、電気設備工事

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 440,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

下水道課 R03GA50-01琵琶湖流
域下水道管理台帳シ
ステム運用保守業務
委託

台帳システム運用保
守

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 株式会社NJS 7,282,000 当該ソフトウェアの著作権を保有している業者
が、他になく、代替性がないため。

2 3イ

下水道課 R03GE13-10琵琶湖流
域下水道東北部浄化
センター建設工事委託
（自家発電施設）(協
05）

自家発電施設　土木
工事、建築工事

令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 423,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R03GE23-11琵琶湖流
域下水道東北部浄化
センター実施設計作成
委託　（A系水処理施
設増設）(協06）

水処理施設等に関す
る詳細設計

令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 8,700,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R03GS18-07琵琶湖流
域下水道湖南中部浄
化センター建設工事委
託（2系水処理施設再
構築その3）(協02)

電気設備工事　他 令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 6 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 600,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

下水道課 R03GE18-09琵琶湖流
域下水道東北部浄化
センター建設工事委託
（自家発電設備）(協
04）

自家発電施設　電気
設備工事

令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 402,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

下水道課 R03GS18-08琵琶湖流
域下水道湖南中部浄
化センター建設工事委
託（脱臭設備更新）(協
03)

機械設備工事、電気
設備工事　他

令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 282,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

下水道課 R03GE23-12琵琶湖流
域下水道東北部浄化
センター実施設計作成
委託　（汚泥処理施
設）(協07）

汚泥処理施設に関す
る詳細設計

令 和 3 年 4 月 16 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 21,500,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R03GT22-04琵琶湖流
域下水道高島浄化セ
ンタ－コンポスト利活
用推進計画支援業務
委託

試験計画の立案、地
域バイオマス混合堆
肥試験、普及啓発等

令 和 3 年 5 月 19 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 公益財団法人　淡海環
境保全財団

12,001,000 コンポスト試験製造および栽培試験によるコンポ
ストの有効性と安全性の分析・評価から、地域の
資源循環の構築を目指した普及啓発までを一連
業務として実施できるものは当該財団以外にな
いため。

2 3イ

下水道課 R03GS23-14琵琶湖流
域下水道湖南中部浄
化センター実施設計作
成委託（汚泥処理施設
再構築）(協08）

汚泥処理施設に関す
る詳細設計

令 和 3 年 5 月 21 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 20,000,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R03GE24-16琵琶湖流
域下水道東北部処理
区再構築基本設計作
成委託　（ストックマネ
ジメント計画）(協10）

ストックマネジメント全
体計画

令 和 3 年 5 月 21 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 18,700,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ

下水道課 R03GS24-15琵琶湖流
域下水道湖南中部処
理区再構築基本設計
作成委託（ストックマネ
ジメント計画）(協09）

ストックマネジメント全
体計画

令 和 3 年 5 月 21 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 日本下水道事業団 21,300,000 当該事業団は地方公共団体が出資して設立され
た地方共同法人で、多種にわたり高度な技術を
要する下水道事業の計画から維持管理までを官
業代行できる唯一の団体であるため。

2 3イ



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

下水道課 R03GA20-13下水道用
設計積算データ作成
業務委託

下水道用設計積算
データ作成

令 和 3 年 6 月 17 日 ～ 令和3年10月29日 NECネクサソリューショ
ンズ株式会社

10,978,000 当該業務の履行にあたっては、特殊なプログラミ
ング言語およびソフトウェアの習得が必要であ
り、県独自の歩掛を含む設計積算の実務に精通
している者は他にいないため。

2 3イ

下水道課 琵琶湖流域下水道事
業50周年事業推進業
務委託

琵琶湖流域下水道事
業50周年事業推進業
務

令 和 3 年 6 月 25 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 株式会社エフエム滋賀 6,400,000 下水道に関する知識のみならず、イベントの企
画・運営、下水道PR動画の作成・配信、環境教
育資材の作成に高度な企画力等が求められるた
め競争入札に適しないことから、プロポーザル方
式により契約の相手方を選定したため。

2 4

南部流域下水
道事務所

令和3年度　琵琶湖流
域下水道山寺川市街
地排水浄化施設維持
管理業務委託

市街地排水浄化施設
の維持管理業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 草津市 12,000,000 計画段階より草津市が維持管理を行うことで合
意しており、協定書にも記載してあるため。

2 2

環境政策課 「びわ湖の日」40周年
事業推進業務委託

「びわ湖の日」40周年
事業推進業務

令 和 3 年 4 月 26 日 ～ 令 和 4 年 3 月 10 日 びわ湖放送株式会社 13,695,000 多様なメディア媒体の制作や各種イベント企画を
効果的に組み合わせ、県内広く展開させていくた
めには、高度で専門的な知識・技術・企画力・ノ
ウハウが要求され、競争入札に適しないことか
ら、プロポーザル方式により契約の相手方を選定
したため。

2 4

環境政策課 令和3年度しが水環境
ビジネス推進フォーラ
ム研究・技術分科会運
営業務委託

しが水環境ビジネス推
進フォーラム研究・技
術分科会運営業務

令 和 3 年 6 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 23 日 有限会社とーく 9,997,900 当該業務は、水環境ビジネスにかかる技術や国
内外の動向等に関する専門的知見および技術開
発から実用化に至るまでの各段階を支援するこ
とができる高度な企画力・調整力を有する民間企
業のノウハウ等を取り入れて実施することが必要
であるため競争入札に適しないことから、プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

環境政策課 令和３年度滋賀県琵
琶湖環境科学センター
調査船の運航および
保守管理業務委託

令和３年度滋賀県琵
琶湖環境科学センター
調査船の運航および
保守管理業務委託

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 琵琶湖汽船株式会社 32,529,952 緊急出航にも対応でき、琵琶湖の全域を熟知し、
荒天時の緊急避難を適切に行える者は他にいな
いため。

2 3イ

琵琶湖環境科
学研究セン
ター

機械警備業務委託 機械警備業務 令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 綜合警備保障株式会
社滋賀支社

6,082,560 警備システム（ALSOKガードシステム）は、当該
事業者によって開発・運用されており、当該事業
者の他に適切に履行できる者がいないため。

＊長期継続契約

2 3イ



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

琵琶湖環境科
学研究セン
ター

琵琶湖に係る湖沼水
質保全計画の水質シ
ミュレーションおよび物
質循環の再現に向け
た湖内モデル機能拡
張業務委託

琵琶湖に係る湖沼水
質保全計画の水質シ
ミュレーションおよび物
質循環の再現に向け
た湖内モデル機能拡
張業務

令 和 3 年 5 月 7 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社滋賀事務
所

9,856,000 本モデルの改良、拡張にあたっては、モデルの
ソースコードに係る著作権を開発者である当該事
業者および協力研究者が有しており、非公開の
ため、当該事業者以外に本業務を履行できる者
はいないため。

2 3イ

琵琶湖環境科
学研究セン
ター

国立環境研究所の知
見を活かした共同研
究委託

琵琶湖の水・湖底環境
の健全性評価に関す
る調査研究業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 国立研究開発法人国
立環境研究所

17,000,000 「湖沼環境研究分野の研究連携拠点における連
携協力に関する基本協定」を国立環境研究所、
滋賀県、環境省で締結し、協定第2条第1項にお
いて「琵琶湖における湖沼環境研究の実施」が
規定されており、当該規定に基づく研究となるこ
とから、当該研究所以外に実施主体がないた
め。

2 1

琵琶湖環境科
学研究セン
ター

国立環境研究所の知
見を活かした共同研
究委託

在来魚の生息状況に
関する調査研究業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 国立研究開発法人国
立環境研究所

17,000,000 「湖沼環境研究分野の研究連携拠点における連
携協力に関する基本協定」を国立環境研究所、
滋賀県、環境省で締結し、協定第2条第1項にお
いて「琵琶湖における湖沼環境研究の実施」が
規定されており、当該規定に基づく研究となるこ
とから、当該研究所以外に実施主体がないた
め。

2 1

琵琶湖博物館 空調機等保守管理業
務委託

空調設備等の保守管
理業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 ダイキン工業株式会社 5,070,000 メーカーがオンラインにより、24時間監視をする
独自の仕様であり、メンテナンス等の技術も他と
の共通性がないため、他社では保守できないた
め。

2 3イ

琵琶湖博物館 令和３年度滋賀県立
琵琶湖博物館誘客促
進業務委託

令和３年度における教
育旅行および団体旅
行を対象とした誘客促
進業務の委託

令 和 3 年 5 月 15 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 株式会社ベクトル 16,926,800 効果的な広報事業に対する高度で専門的な知識
や企画力、ノウハウが要求されるため、事業者の
企画提案を受け選定するため。

2 4

自然環境保全
課

自然公園施設管理委
託（市委託分）

自然公園施設の維持
管理

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 長浜市 12,083,200 定期的な清掃・草刈り等作業以外に、突発的な
清掃や施設修繕等の必要性について点検作業
も要求されるため、当施設の近隣地域に所在し、
緊急時等において素早い対応が可能な地方公
共団体に委託するのが最も効果的であると判断
したため。

2 2

自然環境保全
課

自然公園施設管理委
託（市委託分）

自然公園施設の維持
管理

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 高島市 11,783,000 定期的な清掃・草刈り等作業以外に、突発的な
清掃や施設修繕等の必要性について点検作業
も要求されるため、当施設の近隣地域に所在し、
緊急時等において素早い対応が可能な地方公
共団体に委託するのが最も効果的であると判断
したため。

2 2



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

自然環境保全
課

令和３年度　自然環境
保全地域指定調査業
務委託

自然環境保全地域指
定調査

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和3年12月27日 滋賀自然環境研究会 7,299,600 当研究会は県内において自然環境にかかる資
料の収集・整理、現地調査、結果の分析等の専
門的作業に携わることのできる、様々な生き物の
分類群を専門にしている学識者・研究者の参画
している唯一の団体であるため。

2 3イ

自然環境保全
課

令和３年度森林動物
行動圏等調査事業委
託

ニホンジカ、ニホンザ
ル、イノシシ、カワウの
行動圏等を調査

令 和 3 年 4 月 30 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 株式会社野生動物保
護管理事務所

11,188,100 当該業務の遂行には、野生動物の生態や生息
生育環境に関する知識を有し、これらの情報に
係る分析・処理能力が求められる。変化する野生
動物の行動状況を見極め、対応する能力が必要
となるが、これらの能力を有することを具体的か
つ客観的に評価する基準は定まっていないた
め、プロポーザル方式により最も優れた提案者と
契約を締結するため。

2 4

自然環境保全
課

令和３年度第一種特
定鳥獣保護計画モニ
タリング調査委託

ツキノワグマの生息域
や行動特性等のモニ
タリング調査

令 和 3 年 5 月 27 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 株式会社野生動物保
護管理事務所

6,374,000 ツキノワグマの生息状況等のモニタリングを行う
にあたっては、専門的な知識と技術が必要とな
る。また、継続的に行ってきたモニタリングとの連
続性を確保するため、これまでと同様の水準の
調査・分析・評価を行っていくための経験が必要
となる。上記のように専門的な知識と技術を有す
る者は全国でも数社しかおらず、近畿圏内にお
いては同社以外には存在しないため。

2 3イ

自然環境保全
課

令和３年度カワウ広域
管理捕獲実施事業委
託

カワウの捕獲 令 和 3 年 5 月 27 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 一般社団法人滋賀県
猟友会

6,989,400 当該業務の遂行には、カワウの生息・営巣状況
や行動パターンをその時々で見極め、その時々
で対応する捕獲方法を選出し実施することのでき
る対応力が必要であり、また前もって想定できる
捕獲手法のすべてを特定して設計することは困
難であり、提案書をもって選定する必要があるこ
とから、プロポーザル方式により最も優れた提案
者と契約を締結するため。

2 4

森林政策課 令和３年度森林・林業
人材育成事業委託

滋賀もりづくりアカデ
ミー運営業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 滋賀県森林組合連合
会

33,421,300 林業従事者に対する研修指導を長年にわたり実
施しており、業務に必要な経験と十分な実績を有
する唯一の機関であり、他に代替しうる者がいな
いため。

2 3イ

森林政策課 令和３年度森林環境
学習「やまのこ」事業
業務委託

森林環境学習「やまの
こ」事業の実施

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 近江富士花緑公園ゆう
ゆうパートナーズ

12,269,400 学習施設の指定管理者であり、フィールドに精通
しているとともに、森林環境学習に対して確かな
技術と実績を持っている団体は他にないため。

2 3イ
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森林政策課 令和３年度　圃場（油
日林木育種場）管理業
務委託

林業用苗圃の維持管
理

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 滋賀中央森林組合 9,823,000 滋賀中央森林組合は、甲賀地域における森林の
管理、育成事業を行っており、林業用種苗につい
ての高度な専門性と十分な実績を有すると認め
られる。
また、県南部地域においては、他に同等の専門
性と実績を持つ者がいないため。

2 3イ

森林政策課 令和３年度森林情報
アドバイザー制度推進
事業委託契約

森林情報アドバイザー
の設置

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 滋賀県林業協会 6,510,900 事業実施に必要な経験、実績を有している唯一
の機関であり、他に代替しうるものがいないた
め。

2 3イ

森林政策課 木育推進強化事業業
務委託

木育製品の貸出等 令 和 3 年 4 月 30 日 ～ 令 和 4 年 3 月 15 日 滋賀県木材協会 5,995,000 当該業務は、木育の推進により県産材の利用拡
大を図り、木育に取り組む幅広い人材を育成す
るものであり、木育の普及促進には地域材をはじ
めとする木材に対する愛着を育む必要があり、木
材供給者と木製品の製作者との連携を図ること
が重要となるが、それに対応できるのが、県内の
木材業者や製材業者を会員として業界を把握し
ている当該協会以外にいないため。

2 3イ

森林政策課 令和３年度木造建築
設計推進事業業務委
託

セミナー開催、助言等 令 和 3 年 6 月 15 日 ～ 令 和 4 年 3 月 15 日 エーゼロ株式会社　滋
賀支社

5,192,000 当該業務を遂行するには、中大規模木造建築の
設計手法、木構造・防耐火・耐久性、びわ湖材の
特性や流通状況などに関する知識に加え、セミ
ナーの実施や事業者に対する助言等の企画・運
営能力が求められるが、これらの知識や能力は
必ずしも客観的に評価できる基準は無い。
さらに事業者に対する助言等は、計画している建
築物の立地や予算、建築スケジュール等の条件
に応じて適切に助言を遂行する必要があり、適
切に助言を行えば、びわ湖材の利用量の増加な
ど、より高い成果を期待できるものである。
このため、競争入札に適しないことから、プロ
ポーザル方式により契約の相手方を選定したた
め。

2 4

湖北森林整備
事務所

R3「山を活かす、山を
守る、山に暮らす」都
市交流モデル事業委
託

森林山村地域の地域
資源活用等

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 森林マッチングセンター
運営協議会

10,780,000 長浜市北部地域の地域振興を担う専門的技術
や実績を有する者で構成された唯一の共同組織
であるため。

2 3イ
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琵琶湖保全再
生課

マザーレイクゴールズ
（ＭＬＧｓ）推進業務委
託

ワークショップの実施、
ニュースサイトの運営
委託

令 和 3 年 5 月 26 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人
碧いびわ湖

5,020,000 本委託業務においては、琵琶湖に関わる多様な
主体をつなぎ、自発的に様々な活動や事業が生
み出される方策の提案が求められており、受託
者は、石けん運動以来の琵琶湖に関わる多様な
主体の活動に関する高度で専門的な知識・技
術・企画力・ノウハウ・既存の活動団体とのつな
がりを有する必要がある。
このことから、価格のみにより委託先を選定する
一般および指名競争入札にはなじまず、公募型
プロポーザル方式により募集を行ったため。

2 4

琵琶湖保全再
生課

令和３年度第２号水草
対策管理・有効利用等
業務委託

根こそぎ除去および表
層刈取りした水草の堆
肥化による有効利用

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 23 日 公益財団法人淡海環
境保全財団

106,546,000 当該財団は、県と共同で「水草有効利用推進計
画書」を策定するとともに、水草堆肥の実証試験
を行い、水草や堆肥に関する科学的、技術的知
見を蓄積してきた。また、肥料取締法に基づく特
殊肥料の生産及び販売業務についての届出を
行っており、当該財団以外に刈り取られた水草を
適正に管理し、有効利用できる者は他にいない
ため。

2 3イ

琵琶湖保全再
生課

令和３年度河川環境
基準監視調査業務委
託

河川環境基準点の水
質測定

令 和 3 年 4 月 12 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 株式会社テクノサイエ
ンス

11,220,000 一般競争競争入札を実施し、5者の参加があった
が、予定価格超過のため不落となった。2回目の
入札についても、予定価格超過のため不落とな
り、随意契約に移行したため。

8

琵琶湖保全再
生課

令和３年度第１号　水
草除去業務委託

琵琶湖の水草根こそ
ぎ除去

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 23 日 滋賀県漁業協同組合
連合会

73,656,000 水草の根こそぎ除去では、広範囲の水草を効率
よく除去でき、水質等への影響も少ない方法とし
て「漁船と貝引き漁具」を用いた作業を採用して
おり、作業には一度に40隻もの漁船が必要とな
ることから、漁業協同組合の取りまとめ団体であ
る当該団体以外に漁船の手配を適切に行うこと
ができる者は他にいないため。

2 3イ

琵琶湖保全再
生課

西の湖水質改善対策
検討業務委託

西の湖の水質改善に
向けた対策の検討

令 和 3 年 5 月 6 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 株式会社建設技術研
究所滋賀事業所

8,228,000 西の湖で発生している課題解決のためには、土
木、農業および環境分野の幅広い知識と、具体
的な水質改善の提案が必要であり、高度かつ専
門的な技術力とノウハウが必要なため。

2 4

琵琶湖保全再
生課

令和３年度外来魚回
収業務委託

回収いけすおよび釣り
大会等における外来
魚の回収、堆肥化によ
る有効利用

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人
AJA

5,797,000 本業務は、外来魚の回収だけでなく、福祉・農
業・環境の各分野にまたがる滋賀らしい取組を促
進することを目的としている。この業務を委託で
きる事業者は、「化製場等に関する法律」に基づ
く許可を取得し、250kg/日程度の処理能力を持
つ堆肥化処理機械を有し、かつ農園を所有して
いる障害者福祉サービス事業所である当該法人
の他にいないため。

2 3イ


